
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
三
十
一
号

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令

内
閣
は
、
林
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
林
業
従
事
者
等
）

第
一
条
　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
木
材
産
業
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
は
、
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
又
は
常
時
使
用
す
る

従
業
者
の
数
が
百
人
（
木
材
製
造
業
を
営
む
者
に
あ
つ
て
は
、
三
百
人
）
以
下
の
会
社
若
し
く
は
個
人
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
条
第
一
項
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
は
、
林
業
を
行
う
法
人
で
林
業
従
事
者
の
組
織
す
る
団
体
以
外
の
も
の
（
会
社
に
あ
つ
て
は
、
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
も
の
又
は
常
時
使
用
す
る
従

業
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
融
資
機
関
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
森
林
組
合
及
び
同
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
協
同
組
合
は
、
財
務
の
状
況
、
事
業
の
執
行
体
制
そ
の
他
事
業
経
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
融
資
機
関
と
し
て
適
正
な
債
権
の

管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
銀
行

二
　
信
用
金
庫

三
　
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

四
　
信
用
協
同
組
合

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
及
び
据
置
期
間
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
以
内
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
以
内
と
す
る
。

（
担
保
又
は
保
証
人
を
要
し
な
い
者
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
造
林
の
事
業
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
、
地
方
公
共
団
体
が
、
一
般
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
、
一
般
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は
基
本
財
産

の
額
の
過
半
を
拠
出
し
て
い
る
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
法
人
の
ほ
か
、
造
林
の
事
業
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
支
払
の
猶
予
）

第
六
条
　
法
第
十
条
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
法
第
三
条
第
一
項
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
融
資
機
関
が
行
う
法

第
三
条
第
二
項
）
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
団
体
を
構
成
す
る
個
人
）
又
は
そ
の
者
と
住
居
及
び
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
死
亡
、
疾
病
又
は
負
傷
と
す
る
。

（
都
道
府
県
貸
付
金
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
等
）

第
七
条
　
都
道
府
県
が
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
る
資
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
貸
付
金
の
償
還
期
間
は
、
十
六
年
（
四
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
以
内
と
す
る
こ
と
。

二
　
融
資
機
関
は
、
都
道
府
県
貸
付
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
融
資
機
関
は
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
権
の
保
全
そ
の
他
貸
付
け
の
条
件
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
及
び
資
産
の
状
況
に
関
し

報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
　
融
資
機
関
が
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
を
猶
予
し
た
と
き
は
、
当
該
猶
予
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年

政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
別
会
計
の
経
理
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
特
別
会
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勘
定
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
経
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
貸
付
勘
定
　
都
道
府
県
が
行
う
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
貸
付
け
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
経
理

二
　
業
務
勘
定
　
都
道
府
県
が
行
う
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
貸
付
け
の
事
業
に
関
す
る
事
務
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
経
理

（
事
務
の
委
託
）

第
九
条
　
都
道
府
県
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
森
林
組
合
連
合
会
そ
の
他
林
業
従
事
者
等
の
組
織
す
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
、
都
道
府
県
が
行
う
法
第
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
貸
付
け
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
の
保
全
及
び
取
立
て
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
森
林
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

第
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
事
業
協
同
組
合
若
し
く
は
同
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
で
林
業
従
事
者
等
の
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
納
付
金
）

第
十
一
条
　
都
道
府
県
が
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
へ
の
納
付
金
は
、
そ
の
廃
止
の
際
に
お
け
る
貸
付
金
等
の
未
貸
付
額
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
そ
の
廃
止
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
、
そ
の
後
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
貸
付
金
等
の
償
還
金
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
支
払
を
受
け
た
償
還
金
に
係
る
歳
入
の
所
属
年
度
の
翌
年
度
の
八
月
三
十
一
日
ま
で

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
滞
金
）

第
十
二
条
　
都
道
府
県
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
へ
の
納
付
金
を
前
条
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
に
完
納
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
か
ら
そ
の
完
納
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
未
納
に
係
る
金
額
に
つ
き
年

十
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
政
府
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
木
材
卸
売
業
又
は
木
材
市
場
業
を
営
む
者
）

第
十
三
条
　
法
第
十
七
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
木
材
卸
売
業
又
は
木
材
市
場
業
を
営
む
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
若
し
く
は
個
人

二
　
森
林
組
合
又
は
森
林
組
合
連
合
会

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
三
日
政
令
第
一
七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
一
六
日
政
令
第
二
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
第
一
条
の
表
の
第
三
号
の
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
指
定
し
た
専
ら
間
伐
に
用
い
ら
れ
る
機
械
又
は
施
設
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
二
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
二
四
日
政
令
第
三
〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
二
三
日
政
令
第
二
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
改
正
前
の
第
三
条
の
表
の
第
一
号
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
一
七
日
政
令
第
二
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
林
業
改
善
資
金
助
成
法
及
び
林
業
等
振
興
資
金
融
通
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
七
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
〇
日
政
令
第
二
五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
政
令
第
三
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
改
正
前
の
第
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
改
正
前
の
第
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日
政
令
第
二
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
政
令
第
一
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
日
政
令
第
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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